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住
民
課

お
知
ら
せ
ほ
か

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

　令和７年５月２６日より、戸籍へ氏名の振り仮名（フリガナ）を記載する制度が始まりま

す。これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に

新たに記載され、公証されることになりました。

　これにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになり、

行政サービスのデジタル化の促進や本人確認情報としての利用などの効果が期待されます。

　戸籍へ氏名の振り仮名を記載するために、５月２６日以降、本籍地の市区町村から戸籍

に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。

　町では、８月中旬頃に通知の発送を予定しています。

　詳しくは、法務省ホームページでご案内していますので、ご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　法務省ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　二次元コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸籍制度マスコットキャラクタ―

                                                             　〔コセキツネ〕

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
歳

未
満
）
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
住
民
課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
分
（
令
和
７
年
７
月
か
ら
令
和
８
年
６
月
分
ま
で
）
の
免
除
な
ど
の
受
付

け
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
受
付
け
し
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２

年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
申
請
書
の
送
付
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
に
お
い
て
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
引
き
続
き
令
和
７
年
度
も
在
学
予
定
の
方
に
「
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
申
請
書
」
を
日
本
年
金
機
構
か
ら
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
書
は
ハ
ガ
キ
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ポ
ス
ト
に
投
函
す

る
こ
と
で
、
令
和
７
年
度
の
学
生
納
付
特
例
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、

在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
在

学
し
て
い
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ
る
方
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
で
申
請
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は
役
場
住
民
課
に
在
学
証
明
書
な
ど
を
添
付
し

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金
事
務
所
　
☎
30

-

３
４
１
０

　
　
　
　
　
　
　
　
住
民
課
　
　
　
　
　
☎
83

-

２
１
８
２

日本年金機構ホームページ

　　　二次元コード

10No.857 令和 7年 5月 5日広 報 お く た ま

住
民
課

お
知
ら
せ
ほ
か

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

　令和７年５月２６日より、戸籍へ氏名の振り仮名（フリガナ）を記載する制度が始まりま

す。これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に

新たに記載され、公証されることになりました。

　これにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになり、

行政サービスのデジタル化の促進や本人確認情報としての利用などの効果が期待されます。

　戸籍へ氏名の振り仮名を記載するために、５月２６日以降、本籍地の市区町村から戸籍

に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。

　町では、８月中旬頃に通知の発送を予定しています。

　詳しくは、法務省ホームページでご案内していますので、ご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　法務省ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　二次元コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸籍制度マスコットキャラクタ―

                                                             　〔コセキツネ〕

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
歳

未
満
）
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
住
民
課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
分
（
令
和
７
年
７
月
か
ら
令
和
８
年
６
月
分
ま
で
）
の
免
除
な
ど
の
受
付

け
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
受
付
け
し
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２

年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
申
請
書
の
送
付
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
に
お
い
て
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
引
き
続
き
令
和
７
年
度
も
在
学
予
定
の
方
に
「
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
申
請
書
」
を
日
本
年
金
機
構
か
ら
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
書
は
ハ
ガ
キ
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ポ
ス
ト
に
投
函
す

る
こ
と
で
、
令
和
７
年
度
の
学
生
納
付
特
例
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、

在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
在

学
し
て
い
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ
る
方
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
で
申
請
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は
役
場
住
民
課
に
在
学
証
明
書
な
ど
を
添
付
し

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金
事
務
所
　
☎
30

-

３
４
１
０

　
　
　
　
　
　
　
　
住
民
課
　
　
　
　
　
☎
83

-

２
１
８
２

日本年金機構ホームページ

　　　二次元コード

11

１

３

５

８

10

13

15

18

20

23

25

28

30

33

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

62

No.857 2025 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

国民健康保険税の税率などを変更しました

 国民健康保険の医療費の支出は、保険税などの収入を上回り、今後、国民健康保険財政

は収入不足が見込まれます。安定した財政運営を継続できるよう、令和７年度保険税率を

引き上げさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いします。

●加入者一人当たりの保険給付費と国保税収入　　

　医療技術の高度化や被保険者数の減少などにより、加入者一人あたりの医療費などの保

険給付費は年々増加しております。財源不足分は基金からの繰入れなどにより対応してき

ましたが、基金を充てても医療費を払えない状況が見込まれるため、国民健康保険運営協

議会の承認を受け、令和７年３月の町議会に上程し議決を得て、税率改定を実施させてい

ただきます。

●厳しさを増す奥多摩町国保の現状

　国保事業は、国、都および町の負担金な

どで賄われる公費部分を除き、国保に加入

している方からの国保税で事業を運営する

「受益者負担」が原則とされています。

　しかし、現状は、加入者の高齢化、医療

の高度化などの影響により、医療費が高騰

しているため、財政状況は極めて厳しく、

毎年度、一般会計からの多額の繰入金によ

り収支の均衡を図っています。この一般会

計からの繰入金は、国保に加入していない

町民も含めた町民全員の町税などを財源と

しており、国保に加入していない町民に

とっては大きな負担となっています。町全

体の財政状況が厳しい中、町民負担の公平

性の観点からも、国民健康保険運営協議会

《次ページへ続く》

【国民健康保険の財政状況について】

からの答申を尊重し、国保税率等の見直しを図りました。

　また、「国保事業費納付金」を抑えるためには、加入者の医療費水準を下げることが重要です。当町は、

この医療費水準が令和６年度において都内３０市町村中１位と高い状況にあるため、「第三期データ

ヘルス計画」に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施し、被保険者の健康増進を図り、医療費の

適正化を図っていきます。

国
民
健
康
保
険
税

●医療費の節約にご協力ください

　日頃の生活習慣を振り返り、特定健診を受診するなど、健康保持・増進に努めることが

大切です。後発医薬品（ジェネリック医薬品）などの利用も薬代の節約につながります。

皆さんのご協力をお願いします。
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